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②
定
率
減
税
が
廃
止
さ
れ
ま
す

　

平
成　

年
度
か
ら
、
景
気
対
策
の

１１

た
め
に
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
導
入

さ
れ
て
い
た
定
率
減
税
が
、
廃
止
さ

れ
ま
す
。

【
所
得
税
】

　

平
成　

年
１
月
分
よ
り
税
額
の　

１８

１０

％
減
額
（　

・
５
万
円
を
限
度
）
→

１２

平
成　

年
１
月
分
よ
り
廃
止

１９

【
住
民
税
】

　

平
成　

年
６
月
分
よ
り
税
額
の

１８

７
・
５
％
を
減
額
（
２
万
円
を
限
度
）

→
平
成　

年
６
月
分
よ
り
廃
止

１９

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
４
）

■
平
成　

年
４
月
１
日
か
ら

１９

児
童
手
当
制
度
が
拡
充
さ
れ

ま
し
た 

（
健
康
福
祉
課
）

○
拡
充
の
内
容

　

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化

の
進
行
等
を
踏
ま
え
、
若
い
子
育
て

世
帯
等
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図

る
観
点
か
ら
、
３
歳
未
満
の
乳
幼
児

の
養
育
者
に
対
す
る
児
童
手
当
の
額

を
、
第
１
子
お
よ
び
第
２
子
に
つ
い

て
倍
増
し
、
出
生
順
位
に
か
か
わ
ら

ず
一
律
月
１
万
円
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
３
歳
以
上
の
児
童
の
児
童

手
当
の
額
、
支
給
対
象
年
齢
お
よ
び

所
得
制
限
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
現

行
ど
お
り
で
す
。

○
施
行
日

　

平
成　

年
４
月
１
日
（
拡
充
後
の

１９

最
初
の
支
給
月：

平
成　

年
６
月
）

１９

※
今
回
の
改
正
で
は
、
受
給
者
か
ら

特
段
の
手
続
き
を
行
う
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

な
お
、
平
成　

年
４
月
か
ら
３
歳

１９

未
満
の
児
童
手
当
等
の
額
は
一
律
月

額
１
万
円
と
な
り
ま
す
が
、
３
歳
到

達
後
の
翌
月
か
ら
は
、
第
１
子
お
よ

び
第
２
子
の
手
当
額
は
５
千
円
と
な

り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

社
会
福
祉
Ｇ
（
内
線
２
３
７
）

■
母
子
家
庭
等
自
立
促
進
講

習
会
開
催
に
つ
い
て 

 

（
健
康
福
祉
課
）

○
受
講
対
象
者

　

母
子
家
庭
の
母
お
よ
び
寡
婦

○
受
講
種
目

　

訪
問
介
護
員
２
級
課
程

　

募
集
人
員　
　

名
３０

○
受
講
期
間

　

７
月
１
日�
か
ら　

月
２
日�
ま

１２

で
　

延
日
数　

日
・
１
３
０
時
間

２２

○
講
習
会
場

　

県
立
母
子
の
家
「
母
子
福
祉
セ
ン

タ
ー
」（
水
戸
市
）

○
受
講
手
続

　

希
望
者
は
、
申
込
用
紙
に
必
要
書

類
を
添
付
し
郵
送
に
て
５
月　

日
２５

（
消
印
有
効
）ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

○
託
児
所

　

有
り（
所
得
に
応
じ
個
人
負
担
あ
り
）

○
そ
の
他

　

受
講
料
無
料
、
ま
た
交
通
費
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。
受
講
者
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
行
事
用
保
険
料
お
よ
び
細

菌
検
査
料
は
自
己
負
担
で
す
。

○
お
申
し
込
み
先

　

県
立
母
子
の
家　

母
子
福
祉
セ
ン

タ
ー

　
�
０
２
９（
２
２
１
）８
４
９
７

※
申
込
書
は
、
健
康
福
祉
課
に
あ
り

ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

社
会
福
祉
Ｇ
（
内
線
２
３
７
）

■
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制

抑
留
者
、
引
揚
者
の
皆
様
へ 

（
健
康
福
祉
課
）

　

い
わ
ゆ
る
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強

制
抑
留
者
、
引
揚
者
の
「
ご
本
人
」

に
、
あ
ら
た
め
て
内
閣
総
理
大
臣
名

の
『
特
別
慰
労
品
』
を
贈
呈
し
て
い

ま
す
。（
過
去
に
内
閣
総
理
大
臣
名

の
書
状
等
を
受
け
た
方
も
対
象
）

　

請
求
書
は
、
健
康
福
祉
課
に
あ
り

ま
す
。

○
資
格
要
件
な
ど
の
お
問
い
合
わ
せ

　

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特

別
基
金

　
�
０
１
２
０（
２
３
４
）９
３
３

　
（
月
〜
金
９
時　

分
か
ら　

時　

１５

１７

１５

分
、
土
日
休
）

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.heiw

a.go.jp

■
介
護
保
険
施
設
利
用
時
の

居
住
費
・
食
費
の
軽
減
に
つ

い
て 

（
健
康
福
祉
課
）

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
居

住
費
や
食
費
は
在
宅
の
場
合
と
同
じ

よ
う
に
、
原
則
と
し
て
全
額
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
が
、
左
表
の
よ
う
に

利
用
者
負
担
段
階
の
第
１
段
階
か
ら

第
３
段
階
の
方
は
負
担
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。
介
護
保
険
施
設
の
入
所
者
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
ィ
利
用
者
に
お
い
て
、

該
当
す
る
方
は
健
康
福
祉
課
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

高
齢
者
支
援
Ｇ
（
内
線
２
３
９
）

■
旧
日
本
赤
十
字
社
救
護
看

護
婦
及
び
旧
陸
海
軍
従
軍
看

護
婦
の
皆
様
へ
（
健
康
福
祉
課
）

　

先
の
対
戦
に
お
い
て
、
外
地
等

（
事
変
地
の
区
域
ま
た
は
戦
地
の
区

域
）
に
派
遣
さ
れ
、
戦
時
衛
生
勤
務

に
従
事
さ
れ
た
旧
日
本
赤
十
字
社
救

護
看
護
婦
お
よ
び
旧
陸
海
軍
従
軍
看

護
婦
の
方
（
慰
労
給
付
金
受
給
者
を

除
く
）
に
対
し
て
、
そ
の
労
苦
に
報

い
る
た
め
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状

を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

　

請
求
期
限
が
２
年
間
延
長
さ
れ
、

平
成　

年
３
月　

日
ま
で
と
な
り
ま

２１

３１

し
た
。

　

ご
本
人
ま
た
は
ご
家
族
な
ど
の
ご

連
絡
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

請
求
書
は
、
健
康
福
祉
課
に
あ
り

ま
す
。

○
お
問
い
合
せ

　

総
務
省
大
臣
官
房
管
理
室
業
務
担
当

　
�
０
３（
５
２
５
３
）５
１
８
２

※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

対　　象　　者利用者負担段階

・住民税世帯非課税で老齢福祉年金
の受けている人
・生活保護を受けている人

第１段階

・住民税世帯非課税で合計所得金額
と課税年金収入の合計額が８０万円
以下の人

第２段階

・住民税世帯非課税で、第２段階に
該当しない人
・住民税課税者がいる高齢者世帯で、
特例減額措置を受けている人

第３段階

・同じ世帯内に住民税課税者がいる
が、本人は住民税非課税の人
・住民税を課税されている人

第４段階
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